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議案第１３０号 

上越リゾートセンターくるみ家族園条例の一部改正について 

上越リゾートセンターくるみ家族園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和７年１２月４日提出 

                          上越市長  小 菅 淳 一 

 

上越リゾートセンターくるみ家族園条例の一部を改正する条例 

上越リゾートセンターくるみ家族園条例（平成元年上越市条例第４３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表⑴の表上限額の欄を次のように改める。 

上限額 

６００円 

３００円 

４８０円 

２４０円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に

ついて適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。 

３ 改正後の第１４条第４項の規定は、施行日以後に発行する回数利用券について適用し、

施行日前に発行された回数利用券については、なお従前の例による。 


